
令和元年度 第 1回上越市障害者差別解消支援地域協議会 

次 第 

 

と き 令和元年 8月 6日（火） 

        1３：３0～1５：０0 

ところ 上越市役所 401会議室 

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 挨拶 

 

４ 委員紹介 

 

５ 会長・副会長の互選 

 

６ 議事 

 ⑴ 障害者差別解消法及び協議会の役割及び運営について：資料 1～4 

 ⑵ 市への相談受理後の支援体制について：資料 5 

 ⑶ 意見交換 

 

７ その他 

 

８ 閉会 



氏名 所属等 備考

1 学　識 河合　康 上越教育大学大学院教授

2 朝日　啓 新潟県弁護士会

3 西山　工三 上越人権擁護委員協議会会長

4 大山　真鶴佳
上越市社会福祉協議会地域福祉課 権利擁護生活
支援係長

5 川澄　隆章 つくしワークショップスペース 管理者

6 水島　純平 放課後等デイサービス「また明日」 児童指導員

7 高橋　小弓 夕映えの郷 相談支援事業主任

8 稲田　強 相談支援事業所 スキップ 管理者

9 医療・保健 山田　英理子 三交病院 精神保健福祉士

10 松原　義一 上越地区手をつなぐ育成会 会長

11 吉原　富男 上越市家族会 会長

12 飯田　恭子 上越公共職業安定所 統括職業指導官

13 山本　条太郎 上越警察署 生活安全課長

14 飯塚　俊子 上越地域振興局健康福祉環境部 地域保健課長

15
民生委員・
児童委員

塩﨑　千恵子 民生委員・児童委員協議会連合会 障害者部会長

障害者・障
害者団体

行政

上越市障害者差別解消支援地域協議会委員名簿（R1.8.6～R3.3.31）

（委員区分順、敬称略）

選出区分

法曹等

福　祉











 

 

 

上越市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下

「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき、障害を理由とする差別に関する相談及

び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的か

つ円滑に行うため、上越市障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を

置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 

⑴ 構成機関等（法第１８条第２項に規定する構成機関等をいう。）が対応した相談事例

の共有に関すること。 

⑵ 障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関すること。 

⑶ 障害を理由とする差別の解消に資する取組の共有及び分析に関すること。 

⑷ 障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図る事案の共有に関すること。 

⑸ 障害を理由とする差別の解消に資する取組の周知及び発信並びに障害特性の理解のた

めの研修及び啓発に関すること。 

⑹ その他市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる人のうちから市長が委嘱する２０人以内の委員をもって組織

する。 

⑴ 障害者又は障害者団体に加入している人 

⑵ 福祉関係者 

⑶ 医療・保健関係者 

⑷ 法曹関係者 

⑸ 教育関係者 

⑹ 国又は県の職員 

⑺ その他市長が必要と認める人 

２ 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げな
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い。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 



協議会運営に関する確認事項（案） 

 

１ 会議時間について 
・ 原則として、1回の会議について概ね 2時間程度までとする。 

 

 

２ 会議情報の公開について 

 ⑴ 会議及び会議録の公開 

・ 会議及び会議録については、「上越市審議会等の会議の公開に関する条例」及び

「上越市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則」に基づき、原則として

公開する。 

 

⑵ 委員名簿の公開 

・ 委員名簿は、公開するものとする。名簿には、名前、所属、役職を記載し、さ

らに協議会の役職名（会長、副会長）を記載する。 

 

⑶ 会議資料及び会議録の公開方法 

・ 会議資料は、原則として会議終了後、市のホームページで公開する。 

・ 会議録は、会議における議事の経過及び発言の要旨とし、事務局が作成後、会

長及び副会長の確認を経て会議資料と同様の方法により公開する。 

・ なお、発言者の委員名についても公開する。 

 

 

３ 審議の進め方 

・ 議事は、委員個人の意見ではなく、合議により協議会としての全体意見を集約

しながら進める。運営上の確認事項が生じた場合は、会長は協議会に諮って決

定する。 

・ 各委員の発言時間を十分確保しながら、効率的・効果的な会議とするため、事

務局は事前に資料を提供するとともに、簡潔に説明するよう努める。 

 

 

４ 協議会の日程 

・ 別紙「スケジュール（案）」のとおり 
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スケジュール（案） 

 

１ 全体会議 

■ 第 1回協議会（8月 6日） 
・ 委嘱状の交付 

・ 会長・副会長の互選 

・ 協議会運営に関する確認事項等について 

 

 

■ 第 2回協議会（令和 2年 2月） 
・ 令和元年度の取組状況について 

 

 

２ 研修会 

  日時：令和元年 10月 26日（土）午前 9時 30分～午後 4時 30分 

  会場：リージョンプラザ上越 インドアスタジアム 

  内容：福祉・介護・健康フェア 2019in上越と共催 

     【啓発講演会】 

「助け合うってどういうこと？～助け合う社会に必要なこと～」 

     講師 伊是名
い ぜ な

 夏子氏  

      ・「骨形成不全症」（骨が折れやすい）障害により、電動車椅子を

使用。右耳が聞こえない難聴もある。身長 100ｃｍと小柄である

が、東京で一人暮らしをしながら早稲田大学を卒業し、その後

香川大学大学院修了。結婚し、4 歳と 2 歳の子育て中。10 名の

ヘルパーに支えられながら過ごしている。 
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(2)市への相談受理後の支援体制について 
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① 不当な差別的取り扱いを受けた 

障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したりすること。 

②合理的配慮が提供されなかった 

 障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取除くために合理的な配慮を

行わないこと。 

(1)相談内容等の集約・整理 

(2)相談内容を関係課や該当機関と協議し、相談者へ協議結果を報告する。 

(3)該当機関との対応協議が不調の場合は、障害者差別解消支援地域協議会に 

状況を報告するとともに協議を継続する。 

(4)相談内容を障害者差別解消支援地域協議会へ提供し、情報共有を図る。 

(1)関係機関等が対応した相談事例の共有に関すること           

 (2)障害者差別に関する相談体制の整備に関すること 

 (3)障害者差別の解消に資する取組の共有・分析に関すること 

 (4)紛争の防止や解決を図る事案の共有に関すること 

 (5)障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修 

啓発 

に関すること 

相談者(当事者・家族・保護者・支援者等) 

障害者差別解消支援地域協議会(事務局：福祉課) 

 

市の窓口 福祉課 

相 談 助 言 

相談事例等の情報提供 
助言・提言 

相談事業所・福祉事業所 

相 談 

情報提供 


